
　別記１
別記１ 大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性
（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平均
以上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以上、
④水田経営体のうち認定農業者の割合が県平均以
上

（２）農地集積達成率
（市町村）
（１０点）

・７５％以上
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・４５％以上～５５％未満
・４５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等
との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村農
振計画と整合が図られている、③経営基盤強化促
進法と整合が図られている（育成する担い手の経営
規模等が市町村目標の水準に達する計画である）、
④市町村の奨励作物を営農計画に位置付けてい
る、⑤事業管理計画に登載されている。

（２）中心経営体に占
める認定農業者の
割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）関連事業の有無
（１０点）

・あり（重要）
・あり（普通）
・なし

１０
５
０

・あり（重要）：２事業又は他省庁事業が関連事業と
して位置付けられている
・あり（普通）：併せ事業等が位置付けられている

（２）用水不足状況
（１０点）

・８０％以上
・６０％以上～８０％未満
・４０％以上～６０％未満
・２０％以上～４０％未満
・２０％未満

１０
８
６
４
２

　　　用水不足状況＝不足用水量／必要用水量

（３）排水不良状況
（１０点）

・８０％以上
・６０％以上～８０％未満
・４０％以上～６０％未満
・２０％以上～４０％未満
・２０％未満

１０
８
６
４
２

　　排水不良状況＝排水不良面積／排水受益面積

（１）費用便益比（B
／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業
費
（１０点）

・３００千円未満（７００千円未満）
・３００千円以上～４５０千円未満（７００千円以上～８５０千円未満）
・４５０千円以上～６００千円未満（８５０千円以上～１，０００千円未満）
・６００千円以上～７５０千円未満（１，０００千円以上～１，１５０千円未満）
・７５０千円以上（１，１５０千円以上）

１０
８
６
４
２

（　　）は排水路又は用排兼用水路の場合

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動
状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的
な評価区分」参照

（３）市町村の支援体
制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体的
な評価区分」参照

計（１００点）

必　要　性
（２５点）

・かんがい排水事業、　・農業用水再編対策事業対象事業

評価項目

　

緊　急　性
（２０点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

重　要　性
（１５点）

事業内容によってどちらか計上する。
両方該当する場合は、点数をそれぞれ１／２に
して計上する。

事業内容によってどちらか計上する。
両方該当する場合は、点数をそれぞれ１／２に
して計上する。



　別記１

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平
均以上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以
上、④水田経営体のうち認定農業者の割合が県
平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村
農振計画と整合が図られている、③経営基盤強化
促進法と整合が図られている（育成する担い手の
経営規模等が市町村目標の水準に達する計画で
ある）、④市町村の奨励作物を営農計画に位置付
けている、⑤事業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業
者の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）他事業との関連
（１０点）

・進度調整が必要な事業（河川工事、道路工事）あり
・目的を一つとする関連事業（他事業との兼ね合いで早期の
効果発現が求められるもの：農業関係の基盤整備・施設整備
事業等）あり
・事後に実施される他の事業等で取得する用地（道路、公
園、農業施設用地等）の創設あり
・該当なし

１０
６．６６

３．３３

０

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・７項目以上該当
・５～６項目該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
７．５
５
２．５
０

①耕作道が幅員不足、②畦畔が低く深水管理が
出来ない、③排水機能の不備により湿田化、④排
水路が断面不足、⑤用水の漏水あり、⑥用水確
保が不安定、⑦施設の維持管理費が増加傾向、
⑧耕作放棄地が増加傾向、⑨その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・１，６００千円未満
・１，６００千円以上～１，８００千円未満
・１，８００千円以上～２，０００千円未満
・２，０００千円以上～２，２００千円未満
・２，２００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体
的な評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体
的な評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

重　要　性
（１５点）

・ほ場整備事業（区画整理型）、　・経営体育成基盤整備事業対象事業

評価項目

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）



　別記１
大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

（１）水田の生産性（市町村）
（１５点）

・特に優(３項目以上該当）
・優(２項目該当)
・平均的(１項目該当)
・劣(該当なし)

１５
１１．２５
７．５
３．７５

①１等米比率が県平均以上、②米の単収が県平
均以上、③経営体の水田耕地利用率が県平均以
上、④水田経営体のうち認定農業者の割合が県
平均以上

（２）地区担い手の農地集積目標
（１０点)

・６５％以上
・６５％未満～５５％以上
・５５％未満～４５％以上
・４５％未満～３５％以上
・３５％未満

１０
８
６
４
２

（１）地域振興計画等との整合性
（５点）

・４項目以上該当
・３項目該当
・２項目該当
・１項目該当
・該当なし

５
３．７５
２．５
１．２５
０

①市町村発展計画に登載されている、②市町村
農振計画と整合が図られている、③経営基盤強化
促進法と整合が図られている（育成する担い手の
経営規模等が市町村目標の水準に達する計画で
ある）、④市町村の奨励作物を営農計画に位置付
けている、⑤事業管理計画に登載されている

（２）中心経営体に占める認定農業
者の割合（市町村）
（１０点）

・８５％以上
・７５％以上～８５％未満
・６５％以上～７５％未満
・５５％以上～６５％未満
・５５％未満

１０
８
６
４
２

（１）関連事業の有無
（１０点）

・あり（重要）
・あり（普通）
・なし

１０
５
０

・あり（重要）：２事業以上又は他省庁事業が関連
事業として位置付けられている
・あり（普通）：併せ事業等が位置付けられている

（２）営農上の緊急性
（１０点）

・５項目以上該当
・３～４項目該当
・１～２項目該当
・該当項目なし

１０
６．６６
３．３３
０

①耕作道が幅員不足、②排水機能の不備により
湿田化、③排水路が断面不足、④用水の漏水あ
り、⑤用水確保が不安定、⑥施設の維持管理費
が増加傾向、⑦その他の支障

（１）費用便益比（B／C）
（１０点）

・１．０９以上
・１．０６～１．０８
・１．０３～１．０５
・１．００～１．０２
・１．００未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）１０ａあたり事業費
（１０点）

・９００千円未満
・９００千円以上～１，１００千円未満
・１，１００千円以上～１，３００千円未満
・１，３００千円以上～１，５００千円未満
・１，５００千円以上

１０
８
６
４
２

（１）同意率
（１０点）

・９９％以上
・９４％以上～９９％未満
・９１％以上～９４％未満
・２／３以上～９１％未満
・２／３未満

１０
７．５
５
２．５
０

（２）推進組織の活動状況
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体
的な評価区分」参照

（３）市町村の支援体制
（５点）

・非常に積極的
・積極的
・普通
・劣る
・大いに劣る

５
３．７５
２．５
１．２５
０

別紙「農業農村整備事業に係る評価指標の具体
的な評価区分」参照

計（１００点）

効　率　性
（２０点）

熟　度
（２０点）

　

対象事業 ・土地改良総合整備事業（担い手育成型）

評価項目

重　要　性
（１５点）

緊　急　性
（２０点）

必　要　性
（２５点）



　別記１

大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（水産）

対象事業

評価指標 区　　　　　分 [略] 評価指標 区　　　　　分 配点

（1)漁場整備率
（広域漁場整備事業、そ
の他の事業）
（１０点）

魚礁整備率
・　２％未満
・　４％未満
・　６％未満
・　８％未満
・１０％未満
・１０％以上

１０
　８
　６
　４
　２
　０

漁港整備、漁場整備が一体事業の場合は、事
業費割合（整数割合）で按分算定し、少数以下
は四捨五入し整数止めとする。（以下共通）

　 増養殖場整備率
・１０％未満
・２０％未満
・４０％未満
・６０％未満
・８０％未満
・８０％以上

１０
　８
　６
　４
　２
　０

・漁場整備は事業内容により、魚礁整備率及
び増養殖場整備率を選択。

（２）漁港施設用地充足
率
（１０点）

・２０％未満
・３０％未満
・４０％未満
・５０％未満
・６０％未満
・７０％未満
・８０％未満
・９０％未満
・９０％以上

１０
　９
　８
　６
　５
　４
　３
　１
　０

（２）つくり育てる漁業生
産比率
（１０点）

・４０％未満
・５０％未満
・６０％未満
・７０％未満
・８０％未満
・８０％以上

１０
　８
　６
　４
　２
　０

（３）漁業経営体数
（５点）

・１３０経営体以上
・１００経営体以上
・　７０経営体以上
・　４０経営体以上
・　２０経営体以上
・　２０経営体未満

　５
　４
　３
　２
　１
　０

（３）漁業経営体数
（５点）

・８００経営体以上
・５００経営体以上
・２００経営体以上
・１００経営体以上
・　５０経営体以上
・　５０経営体未満

　５
　４
　３
　２
　１
　０

・漁港整備は１漁港当たり、漁礁整備は受益
地区の経営体数とする。

（４）地域振興
（５点）

・２項目以上
・１項目
・該当なし

　５
　３
　０

（４）地域振興
（５点）

・２項目以上
・１項目
・該当なし

　５
　３
　０

共通項目
・過疎、準過疎、山村振興、辺地地域から指定
数を選択。

重　要　性
（２０点）

（１）利用漁船数
（５点）

・３００隻以上
・２００隻以上
・１００隻以上
・　５０隻以上
・　２０隻以上
・　２０隻未満

　５
　４
　３
　２
　１
　０

（２）属地陸揚量
（５点）

・１，０００ｔ以上
・　　５００ｔ以上
・　　２００ｔ以上
・　　１００ｔ以上
・　　　３０ｔ以上
・　　　３０ｔ隻未満

　５
　４
　３
　２
　１
　０

（３）属地陸揚金額
（５点）

・３億円以上
・２億円以上
・１億円以上
・５千万円以上
・１千万円以上
・１千万円未満

　５
　４
　３
　２
　１
　０

（４）漁港機能
（５点）

・３項目以上
・２項目
・１項目
・該当なし

　５
　３
　１
　０

漁港機能とは、次の機能とする。
・流通・加工、ＴＡＣ管理、避難、防災、プレ
ジャーボート保管、観光交流、栽培漁業、養殖
業、増殖漁業、定置漁業の１０拠点機能

（１）静穏度充足率
（１０点）

・２０％未満
・４０％未満
・６０％未満
・８０％未満
・９０％未満
・９０％以上

１０
　８
　６
　４
　２
　０

（１）漁獲量の動向
（１０点）

・減少傾向
・やや減少傾向
・横ばい
・やや増加傾向
・増加傾向

１０
　８
　５
　３
　０

（２）被災履歴
（５点）

・越波等による被災歴あり
・越波等するが被災歴なし
・越波、被災歴ともなし

　５
　３
　０

（３）関連事業
（５点）

・２事業以上
・1事業
・該当なし

　５
　３
　０

（１）費用便益比（B/C)
（１５点）

・１．２０以上
・１．１５以上１．２０未満
・１．１０以上１．１５未満
・１．０５以上１．１０未満
・１．００以上１．０５未満
・１．０未満

１５
１２
　９
　６
　３
　０

（１）費用便益比（B/C)
（１５点）

・１．２０以上
・１．１５以上１．２０未満
・１．１０以上１．１５未満
・１．０５以上１．１０未満
・１．００以上１．０５未満
・１．０未満

１５
１２
　９
　６
　３
　０

共通項目

（２）改善度
　（係船岸充足率、用地
充足率、静穏度充足率）
（５点）

・１．２０以上
・１．１０以上
・１．００を超え１．１０未満
・１．００

　５
　３
　１
　０

（２）改善度
　（魚礁整備率、増養殖
漁場整備率
（５点）

・１．２０以上
・１．１０以上
・１．００を超え１．１０未満
・１．００

　５
　３
　１
　０

漁港整備、漁場整備とも主な該当項目で算定
する。

（１）地元の協力体制
（１０点）

・非常に良い
・良い
・普通
・悪い

１０
　７
　３
　０

（１）地元の協力体制
（１０点）

・非常に良い
・良い
・普通
・悪い

１０
　７
　３
　０

　
計（１００点）

評価項目

・２０％未満
・３０％未満
・４０％未満
・５０％未満
・６０％未満
・７０％未満
・８０％未満
・９０％未満
・９０％以上

（1)係船岸充足率
（１０点）

熟　度
（１０点）

効　率　性
（２０点）

必　要　性
（３０点）

緊　急　性
（２０点）

・漁港整備事業

備　　　　考

・１万2千トン以上
・　　９千トン以上
・　　６千トン以上
・　　３千トン以上
・　　１千トン以上
・　　１千トン未満

１０
　８
　６
　４
　２
　０

漁　場　整　備漁　港　整　備

・減少傾向
・やや減少傾向
・横ばい
・やや増加傾向
・増加傾向

１０
　８
　５
　３
　０

１０
　９
　８
　６
　５
　４
　３
　１
　０

（１）漁業生産量
（１０点）

１０
　８
　６
　４
　２
　０

・３０億円以上
・２０億円以上
・１５億円以上
・１０億円以上
・　５億円以上
・　５億円未満

（２）漁業生産額
（１０点）

（２）漁獲金額の動向
（１０点）



　別記１
大規模公共事業の評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（農政・水産）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

[略] 10 　

・　800人以上　1,000人未満 8

・　500人以上　　800人未満 5

・　100人以上　　500人未満 2

・　50人以上　　100人未満 1

・　　　　　　　　　　 50人未満 0

・50ha以上 10

･30ha以上　50ha未満 8

･10ha以上　30ha未満 5

･　5ha以上　10ha未満 2

･　　　　　　　　 5ha未満 0

・あり 5

・なし 0

・あり 5

・なし 0

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：あり 5

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：なし 0

・あり 2

・なし 0

・現況＜計画高　2m以上 10 　

・現況＜計画高　1m以上　2m未満 5

・現況＜計画高  1m未満 0

・1m／年以上 10

･1m／年未満 5

・あり 5

・なし 0

・あり 3 　

・なし 0

　

・5.0≦Ｂ/Ｃ 40

・4.0≦Ｂ/Ｃ＜ 5.0 35

・3.0≦Ｂ/Ｃ＜ 4.0 30

・2.0≦Ｂ/Ｃ＜ 3.0 25

・1.0≦Ｂ/Ｃ＜ 2.0 20

・Ｂ/Ｃ＜1.0 0

熟　度
（１０点）

（１）地元の要望
（５点）

・あり
・なし

5
0

（２）地元の協力
（５点）

・あり
・なし

5
0

ありの判定は地権者等の５０％以上の協力
がある場合とする。

（１）地元の要望
（２点）

・あり
・なし

2
0

（２）地元の協力
（３点）

・あり
・なし

3
0

ありの判定は地権者等の５０％以上の協力
がある場合とする。

（３）管理体制の有無
(５点)

・あり
5

　 ・準備中
3

　

　 ・なし
0

　

　
計（１００点）

対象事業 ・海岸高潮対策事業（農村振興局、水産庁）

評価項目

必　要　性
（３０点）

（１）人命(１kｍ当たり防護人口)
(１０点)

（４）輸送施設
（５点）

道路、鉄道等

（２）資産(１km当たり防護面積)
(１０点)

（３）公共施設・弱者施設
（５点)

学校、養護施設、老人ﾎｰﾑ等

共
通
項
目

（１）高潮対策系
　　現況と計画の差
　　〈危険度>
(１０点)

（１）侵食対策系
　　侵食速度
(１０点)

海
岸
環
境
整

備
以
外

指標：海岸保全施設整備率。

海
岸
環
境
整

備
の
場
合

（２）市町村等の独自ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの有無
（２点)

・市町村等が自ら行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援する事
業か

（２）過去の被災歴
（５点)

効　率　性
（４０点）

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）
(４０点)

海
岸
環
境
整
備

以
外

海
岸
環
境
整
備
の
場
合

重　要　性

・海岸環境整備
以外（５点）

・海岸環境整備
(７点)

共
通

項
目

（１）総合計画上の位置付け
（５点)

海
岸
環
境
整

備
の
場
合

（２）他事業計画・施設等の有無
（３点)

緊　急　性

・海岸環境整備
以外（１５点）

・海岸環境整備
(１３点)


